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◯実施計画とは、第６次総合計画（以下「６次総」という。）の基本計画で示される方針を計画的かつ効果的に

実施していくための具体的な事業を示すもの。計画期間は３年間で毎年更新する。

◯６次総の理念を本格的に反映させる令和４年度予算案の策定にあわせ、実施計画（R4～R6）を策定。

（令和３年度は実施計画に含まれていないが、令和３年度予算には６次総の理念を反映）

◯６次総を着実に実現するため、毎年度、実施計画の検証を行い、結果を次年度の予算及び実施計画へ反映。

◯検証は、総合計画審議会（まち・ひと・しごと創生総合戦略会議）、市議会総合計画・地方創生特別委員会等を

通じて行う。（毎年９月頃を予定）
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